
一般廃棄物処理施設整備・運営事業

第１回募集要項等に関する質問への回答に伴う修正箇所一覧

【参加資格以外に関する質問】

令和３年４月２日

能代山本広域市町村圏組合



NO 資料名 頁 タイトル 修正前［募集公告公表時点］ 修正後

1
要求水準書
設計・建設業務編

14
第１
章

第４
節

1 (5)
表
1.18

悪臭基準（敷地
境界）

二酸化メチル 二硫化メチル

2
要求水準書
設計・建設業務編

115
第２
章

第11
節

9 (6) 変流器

87用×3、計器・継電器用×2、AVR用×2 計器・継電器用×2、AVR用×2

3
要求水準書
設計・建設業務編

148
第３
章

第３
節

8 (1) オ (ｹ)
搬送コンベヤ類
特記事項

不燃残さ・可燃残さ分離装置で選別した不燃残さをアルミ選別機へ搬送
するコンベヤには振動コンベヤを採用し、不燃残さの層厚を均一化する
ことにより、アルミ選別機によるアルミ回収率向上に努めること。

不燃残さ・可燃残さ分離装置で選別した可燃残さをアルミ選別機へ搬送
するコンベヤには振動コンベヤを採用し、可燃残さの層厚を均一化する
ことにより、アルミ選別機によるアルミ回収率向上に努めること。

4
要求水準書
設計・建設業務編

148
第３
章

第３
節

9 (1) イ
鉄貯留ホッパ
数量

２基以上 [ ]基以上

5
要求水準書
設計・建設業務編

150
第３
章

第３
節

9 (4) イ
不燃残さ貯留
ホッパ
数量

２基以上 [ ]基以上

6
要求水準書
設計・建設業務編

151
第３
章

第３
節

9 (4) オ (ｱ)
不燃残さ貯留
ホッパ
特記事項

本貯留ホッパは、鉄及びアルミを選別した後の不燃残さを組合が委託す
る埋立処分事業者へ搬出するまでの間、貯留するためのものである。

本貯留ホッパは、鉄を選別した後の不燃残さを組合が委託する埋立処分
事業者へ搬出するまでの間、貯留するためのものである。

7
要求水準書
運営・維持管理業
務編

14
第３
章

第２
節

１ (3) 受付管理

(3)　ごみの計量は、委託業者は1度計量（搬入時のみ）とし、許可業
者、直接搬入者及び組合からの搬入は2度計量とすること。なお、混載ご
みを搬入する直接搬入者に対しては、直接搬入者荷下ろしヤードにて小
型計量機による1度計量とすること。

(3)　ごみの計量は、委託業者は1度計量（搬入時のみ）とし、許可業
者、直接搬入者及び組合からの搬入は2度計量とすること。なお、直接搬
入者の混載ごみは、直接搬入者荷下ろしヤードにて小型計量機により、
ごみの種類別（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）に計量すること。

8
要求水準書
運営・維持管理業
務編

17
第３
章

第９
節

(3)
処理生成物の処
理等

(3)　不燃ごみ・粗大ごみ処理棟から発生した可燃残さについては、運営
事業者が運営時間外等に可燃ごみ処理棟に運搬すること。

(3)　不燃ごみ・粗大ごみ処理棟から発生した可燃残さについては、運営
事業者が受付時間外等に可燃ごみ処理棟に運搬すること。

9
要求水準書
運営・維持管理業
務編

31
第９
章

第１
節

本施設の情報管
理業務

運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、適切な情報管理業
務を行うこと。また、管理する情報は、その目的以外にしないものと
し、情報の漏洩を防止する措置を講ずること。

運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、適切な情報管理業
務を行うこと。また、管理する情報は、その目的以外に使用しないもの
とし、情報の漏洩を防止する措置を講ずること。

項目

第１回募集要項等に関する質問への回答に伴う修正箇所一覧【参加資格以外に関する質問】
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NO 資料名 頁 タイトル 修正前［募集公告公表時点］ 修正後項目

10
要求水準書
添付資料

要求水準書添付
資料リスト

11
要求水準書
添付資料-11

処理対象物別の
計画ごみ処理量
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NO 資料名 頁 タイトル 修正前［募集公告公表時点］ 修正後項目

12
要求水準書
添付資料-16

なし 追加

以下余白
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